
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 9 年 春 入 学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 8 月 1 9 日 分 ）  

 

試験科目：憲法  

  

1 .  出題 趣旨  

≪第 １問 ≫  

憲 法 の 重 要 判 例 の 正 確 な 理 解 を 基 に し て 、 類 似 事 例 に つ い

て 、 共 通 点 と 相 違 点 に 留 意 し つ つ 、 考 察 で き る か ど う か を 問

う 問 題 で あ る 。 設 問 １ で 、 参 照 す べ き 最 高 裁 判 例 を 挙 げ 、 判

例 の 基 礎 知 識 を 示 す こ と 、 設 問 ２ で 類 似 事 案 に つ い て 検 討 す

るこ とを 求 めて いる 。  

本 問 で は 、 泉 佐 野 市 民 会 館 事 件 （ 最 判 平 成 ７ 年 ３ 月 ７ 日 民

集 ４ ９ 巻 ３ 号 ６ ８ ７ 頁 ） の 判 例 理 解 を 基 に 、 検 討 す る こ と に

なる 。  

 判 例 は 、 公 の 施 設 と 集 会 の 自 由 に 関 わ る 一 般 論 を 示 し た 上

で 「 公 の 秩 序 を 乱 す お そ れ が あ る 場 合 」 を 限 定 解 釈 し 、 集 会

の開 催に よ って 人の 生命 、身体 又 は財 産が 侵 害さ れる 等の「 明

ら か な 差 し 迫 っ た 危 険 の 発 生 が 具 体 的 に 予 見 さ れ る こ と が 必

要 」 だ と 述 べ て い る 。 さ ら に 、 そ の 危 険 は 「 客 観 的 な 事 実 に

照 ら し て 具 体 的 に 明 ら か に 予 測 さ れ る 場 合 で な け れ ば な ら な

い」。  

 以 上 を 前 提 に 、 本 問 事 実 に 基 づ い て 、 Ｘ ら の 主 張 を 展 開 す

るこ と が 求 めら れる 。  

 

≪第 ２問 ≫  

 統 治分 野 の基 礎知 識を 問 う問 題で ある 。  

 

2 .  採点 実感  

 挙 げ る べ き 判 例 を 間 違 え る 答 案 は ほ と ん ど な か っ た が 、 判

例 の 再 現 度 に は 差 が 付 い た 。 ま た 、 判 例 の 判 断 枠 組 を 適 切 に

示 す こ と が で き て い な い 答 案 は 、 当 て は め 部 分 の 記 述 の 出 来

が良 くな い 傾向 が顕 著に 見 られ た。  

 

3 .  学習 方法  

当 然 の こ と だ が 、 基 礎 知 識 を 身 に つ け る た め の 作 業 は 必 須

で あ る 。 特 に 、 法 曹 を 目 指 す 人 は 判 例 学 習 を お ろ そ か に す べ

き で は な い 。 判 例 は 、 判 決 等 の 論 理 だ け で な く 、 事 実 の 概 要

を踏 まえ て 分析 、理 解、 暗 記す る必 要が あ る  

 


